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５．藤沢市総合計画策定庁内体制

【ふじさわ総合計画２０２０　基本計画見直しに関わる庁内体制について】

１　目的

２０００年６月に策定された「ふじさわ総合計画２０２０」は、その策定時には想定してい

なかった税収の減少、国の三位一体改革による国と地方の財政構造の変化、工場の移転

による産業の空洞化、行政の各分野での法制度の変革等により、総合計画の基本計画を

見直す必要がある。

見直しに当たっては、現行の部・課中心の組織運営を基本とする中で、他の部・課と

の綿密な調整を図り、継続性、緊急性、優先度、効果等を十分に検討討議し、見直し結

果を踏まえ、２００６年からの後期実施計画を策定する必要がある。

そこで、庁内に総合計画策定責任者会議、総合計画策定主任者会議、総合計画策定作

業部会を置き、庁内体制を確立し、全庁的な視野に立って適切かつ効率的な諸施策の展

開を図ることとする。

２　組織

総合計画策定責任者は各部長とし、総合計画策定主任者は各調整課長とする。

総合計画策定作業部会員は策定主任者が部内より指名する。

３　職務

（１）総合計画策定責任者は、総合計画の基本計画見直しに関し、部内の調整及び決定を

する。

（２）総合計画策定主任者は、総合計画の見直しに関し、部内の取りまとめをする。

（３）総合計画作業部会員は、総合計画の見直しに関し、総合計画策定主任者の補助をす

る。また、基本計画見直しに関わる具体的作業を行い、経営企画課との調整作業を

する。
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【ふじさわ総合計画２０２０　基本計画見直しに関わる庁内体系図】�

１　基本計画見直しに関わる調整及び決定の流れ�

２　策定体制の内容�

３　調整等の流れ�
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